
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代表的な油類の指定数量 （危険物の規制に関する政令 別表第３より抜粋）  

油の名称 指定数量 少量危険物規制該当量（指定数量の５分の１以上指定数量未満） 

ガソリン ２００Ｌ ４０L以上～指定数量未満 

灯  油 １，０００L ２００L以上～指定数量未満 

軽  油 １，０００L ２００L以上～指定数量未満 

重  油 ２，０００L ４００L以上～指定数量未満 

【お問い合わせ】 

  新潟市消防局予防課予防査察係   ０２５－２８８－３２３０ 

  新潟市消防局危険物保安課危険物係 ０２５－２８８－３２４０ 

  北消防署  ０２５－３８７－０１１９  東消防署  ０２５－２７５－９１１１  

中央消防署 ０２５－２８８－３１１９  江南消防署 ０２５－３８１－２３２７ 

秋葉消防署 ０２５０－２２－０１７５  南消防署  ０２５－３７２－０１１９ 

西消防署  ０２５－２６２－２１１９  西蒲消防署 ０２５６－７２－３３０９ 

 

ガソリンや灯油、軽油、重油等の油類は 
消防法で規制されています！ 

危険物は身近にあるものですが、誰でも安易に取り扱えるものでは

ありません。元々危険性が高いものなので、その貯蔵及び取扱いには

厳しい法規制がかけられているのです。 

ご理解とご協力をお願い致します。 

農業用ハウス等で、暖房や二酸化炭素発生装置 

の燃料として、灯油や軽油などの油類が使われて 

いることがありますが、これらの油類は消防法で 

「危険物」として規制されています。 

 下の表に示す指定数量以上の量の油を貯蔵及び 

取り扱う場合は、消防法の規制に適合し、許可を 

受ける必要があります。  

また、危険物取扱者の資格を持った人が取り 

扱うことが義務付けられます。 

「消太くん」 

消防署からのお知らせ 



 

 

 

 

①タンクの周囲に、危険物の流出防止措置が必要です。 

②タンクに１メートル以上の空地が必要です。 

③見やすい位置に、標識等が必要です。 

④少量危険物貯蔵取扱届出書の提出が必要です。 

（※未提出の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

   

 

                               

 

 

 

 

 

※貯蔵取扱の具体例 

・重油を１９８０Ｌ貯蔵する場合、防油堤や標識等が必要≪少量危険物に該当≫ 

・重油を３９０Ｌ貯蔵する場合、防油堤や標識等は不要≪少量危険物に非該当≫ 

・灯油を９８０Ｌ貯蔵する場合、防油堤や標識等が必要≪少量危険物に該当≫ 

・灯油を１９０Ｌ貯蔵する場合、防油堤や標識等は不要≪少量危険物に非該当≫ 

★防油堤や標識等を設置してない場合は、貯蔵量が少量危険物未満で、 

（重油は４００Ｌ未満，灯油は２００Ｌ未満）貯蔵する必要があります。 

指定数量未満でも新潟市火災予防条例の 
規制がかかる場合があります。 

（少量危険物貯蔵取扱所の掲示例） 

タンク間、１ｍ以上必要！ 

・鉄筋コンクリート 

・コンクリートブロック 

・鉄板等の不燃材 


